
令和７年 12 月 17 日 

観  光  庁 

 

「特定複合観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）第九条第十項の期間を定める 

 政令の一部を改正する政令案」に関する意見公募手続（パブリックコメント）

について 
 

 

 

 

 

１．意見公募手続（パブリックコメント）の対象 

「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正す

る政令案」 

 

２．改正の背景 

ＩＲ整備法では、ＩＲ事業を行う区域を整備しようとするときには、都道府県または政令

指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成・申請し、国土交通大臣の認定

を受けることとなっています。 

区域整備計画は、３を上限に認定することができますが、現在、１（大阪・夢洲地区）

のみが認定されており、計画の申請期間については、同法第９条第 10 項に基づき、政

令で定めるものとされていますので、新たに申請期間を定める政令の改正案について、

意見公募手続を実施します。 

 

３. 改正の概要 

政令で定める申請期間に「令和９年５月６日から同年 11 月５日まで」を追加する。 

 

４．意見公募期間 

令和７年 12 月 17 日（水）～令和８年１月 16 日（金） 

 

５．パブリックコメントの詳細 

電子政府の総合窓口（e-Gov）（https://www.e-gov.go.jp/）「パブリックコメント」（意見

募集案件）」欄から、ご確認ください。 

特定複合観光施設（ＩＲ）の整備について、都道府県等による区域整備計画の申請を新たに

受け付けることを検討しております。つきましては、申請期間を定める政令の改正案について、

意見公募手続を実施しますので、お知らせします。 

【お問い合わせ先】 

観光庁参事官室 鈴木、上村、田上、旦 

TEL：03-5253-8111（内線 27-453） 


